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グエン　ヴァン　ヴォン　殿

貴殿を懲戒解雇とする、理由は下記の通り。

１．詐欺行為関係者への銀行口座の名義貸し　　　　　　　　　　　　　　（発覚日時令和7年1月10日）
　　　　就業規則　第５章 第５１条 (18)  第６章 第62条（８）に該当。
２．令和７年6月15日深夜0時頃、借り上げ社宅敷地内にて、近隣住民に対し、恫喝等の行為をした。
　　　　就業規則　第５章 第５１条 (10)  第６章 第６２条（18）に該当
３．令和７年６月23日に正式な手続きを行わず、６月２８日に帰国すると言い、同日22時に6/24日にやむを得ない理由で欠勤させろと言った。
　　　　就業規則　第５章 第５１条(13)　

４．上記の１～３により、就業規則の第６章 第６２条（21）の会社諸規定に反する行為をし、その情状が悪質な為。
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------------------各懲戒理由の覚書------------------
懲戒理由１
令和７年１月10日12：30頃、出向現場（千葉県習志野市茜浜3-7-2）に深川警察署の刑事が来て、詐欺事件の容疑関係者として貴殿は事情聴取をされた。内容としては、詐欺関係者への自分名義の銀行口座の名義貸し。
　　　　聴取後に刑事からは、事実を述べていないと代表の板倉は言われた。
　　　　その後日、令和７年１月14日に深川警察署に貴殿は有給休暇を取得し、再事情聴取を受ける為、出頭した。
　　　　その日の、夕方に深川警察署の刑事よりTELが代表の板倉宛にあり、また事実を述べず嘘をついていると言われた。

懲戒理由２
令和７年６月15日午前8：46に富田不動の宮崎氏よりTELがあり、本日の0時頃、借り上げ社宅の市川市本北方3-9-4タウンハウス市川の敷地内にて、友人含む４名で飲酒し騒いでいた。苦情を言った同敷地内別棟の老人１人を４人で取り囲み恫喝をしていた。電話で呼ばれた宮崎氏が現着し恫喝していたグエン ヴァン ヴォンと被害人の間に入り、恫喝を制止させようとしたが暫く止めなかった。その後、借り上げ社宅のA１２の部屋に戻ったが、暴れて何かが割れる音がしていたと報告を受けた。
その際に、管理費を上げると管理人（そこの住民）に言われたので、来月から賃料をあげると言われ、さらに更新はできない、早く出て行ってもらいたいようなことを言われた。
同日9：50に共有ラインにて、上記内容を要約して、アパートを出て行ってくれと言われたと、両名に伝えた。
13：30頃、富田不動産に板倉が出向き謝罪。
その後日、令和７年６月16日15：27に宮崎氏とTELで昨日の謝罪をもう一度行った。
18：30に現場から帰社し、社宅に住んでいるｸﾞｴﾝ ｳﾞｧﾝ ｳﾞｫﾝ・ｸﾞｴﾝ ｳﾞｧﾝ ｻﾞｯﾌﾟに宮崎氏より報告を受けた内容を説明して事実確認をした。
ｸﾞｴﾝ ｳﾞｧﾝ ｳﾞｫﾝが私たちは謝ったが、文句を言われて喧嘩になったと回答。
その時に、８月から家賃が上がることも伝えた。
６月22日

